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心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づ 

き事業者が講ずべき措置に関する指針 

 

（改正 平成 30 年８月 22 日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第

３号） 

 

１ 趣旨 

近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が５割を超

える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るため、「労働

者の心の健康の保持増進のための指針」（平成 18 年３月 31 日付け健康保持増進のため

の指針公示第３号。以下「メンタルヘルス指針」という。）を公表し、事業場における労働

者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）の実施を促

進してきたところである。 

 

しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、平

成 18 年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが

益々重要な課題となっている。 

 

こうした背景を踏まえ、平成 26 年６月 25 日に公布された「労働安全衛生法の一部を 

改正する法律」（平成 26 年法律第 82 号）においては、心理的な負担の程度を把握する

ための検査（以下「ストレスチェック」という。）及びその結果に基づく面接指導の実施を 

事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設された。 

 

また、この新たな制度の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 

法律第 57 号）の趣旨を踏まえ、特に労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報」 

という。）の適正な取扱いの確保を図る必要がある。 

 

本指針は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 66 条の 

10 第７項の規定に基づき、ストレスチェック及び面接指導の結果に基づき事業者が講ず 

べき措置が適切かつ有効に実施されるため、ストレスチェック及び面接指導の具体的な実施

方法又は面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報

の適正な取扱い並びに労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定めたものである。 
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２ ストレスチェック制度の基本的な考え方 

事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、取組の段階ごとに、労働者自

身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不

調となることを未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な

対応を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する「三

次予防」に分けられる。 

 

新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、特にメンタルヘルス不調

の未然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に労働者のストレスの状況につい

て検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、

個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場

におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのも

のを低減するよう努めることを事業者に求めるものである。 

 

さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、 

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。 

 

事業者は、メンタルヘルス指針に基づき各事業場の実態に即して実施される二次予防及び三

次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に本制度を位置付け、メン

タルヘルスケアに関する取組方針の決定、計画の作成、計画に基づく取組の実施、取組結果

の評価及び評価結果に基づく改善の一連の取組を継続的かつ計画的に進めることが望まし

い。 

 

また、事業者は、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、従

業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にもつながる

ものであることに留意し、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていくこと

が望ましい。 
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３ ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項 

ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健スタッフ等

の関係者が、次に掲げる事項を含め、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内

容を踏まえ、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員会等」という。）の場を活用

し、互いに協力・連携しつつ、ストレスチェック制度をより効果的なものにするよう努力し

ていくことが重要である。 

 

① ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていないの

は、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者に

まで受検を強要する必要はないためであり、本制度を効果的なものとするためにも、全ての

労働者がストレスチェックを受検することが望ましい。 

 

② 面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受け

る必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ストレスその他の心身

及び勤務の状況等を確認することにより、当該労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価

し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて、事業者による適切な措置につなげるための

ものである。このため、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申

出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい。 

 

③ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置 

は、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「規則」という。）第 52 条 

の 14 の規定に基づく努力義務であるが、事業者は、職場環境におけるストレスの有無及

びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の改善を行うことの重要性に留意し、できる

だけ実施することが望ましい。 

 

 

最後に平成２８年 選択式の問題と平成３０年法改正です。（労働安全衛生法） 

 

4 労働安全衛生法第 66条の 10により、事業者が労働者に対し実施することが求められ

ている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安

全衛生規則第 52条の 10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識に

ついての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は【 E 】とされて

いる。 

E：精神保健福祉士 
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（平成３０年８月 法改正 追加） 

ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労

働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師（※）を追加する。 

 

 

ストレスチェックの実施者 

産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師 

必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士 

厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師（←追加） 

 

（※）公認心理師とは、公認心理師法（平成 27年９月 16日公布、平成 29年９月 15日

施行）に基づく国家資格であり、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用

いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術を

もって、心理に関する相談や助言、指導等を行うことを業とする者をいいます。 

 

 

 

 


